


 

 

〈介護保険サービス〉 

石川県指定 第 1770200572号 

 

・【身体介護】 

 日常的な介護を必要とする方の
ために、身体の介護を行います。 

 

○例えば… 

食事の介助、床ずれの予防、体位

変換、トイレ･おむつなどの排泄の

介助、入浴の介助、身体の清拭、
更衣の介助、車いすによる通院・

散歩などの外出の介助を行います。 

 
・【生活援助】 

 お一人でお暮しの方や、ご本人

やご家族が家事を行うことが困難
な場合に日常生活の援助をします。 

 

○例えば… 
食事の支度、お部屋の掃除、衣類

の洗濯や補修、買い物、布団干し

などを行います。 
 

・【介護予防訪問介護】 

要支援１または２に認定された
方で、お一人でお暮しの方や、ご

本人やご家族が家事を行うことが

困難な場合に日常生活の援助をし
ます。 

 

※上記サービス以外に、介護予
防・生活支援サービス事業（市町

村単位の総合事業）も行っていま

す。 

 
 

〈障害福祉サービス〉 

石川県指定 第 1710200104号 

 

・【居宅介護】 

 居宅において、入浴、排せつ及
び食事等の介護、調理、洗濯及び

掃除等の家事並びに生活等に関す

る相談及び助言、その他の生活全

般にわたる援助を行います。 

 

・【重度訪問介護】 
 重度の肢体不自由者で常に介護

を必要とする方に、居宅において、

入浴、排せつ及び食事等の介護、
調理、洗濯及び掃除等の家事並び

に生活等に関する相談及び助言そ

の他の生活全般にわたる援助並び
に外出時における移動中の介護を

総合的に行います。 

 
・【同行援護】 

 視覚障害により、移動に著しい

困難を有する障害者に対して、外
出時において、本人に同行し、移

動に必要な情報を提供するととも

に、移動のお手伝い、排せつ及び
食事等の介護その他の外出する際

に必要な援助を適切かつ効果的に

行います。 


